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税務訴訟資料 第２６５号－２９（順号１２６１２） 

東京高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求控訴事件 

国側当事者・国（麹町税務署長） 

平成２７年２月２５日棄却・上告・上告受理申立て 

（第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２６年６月２７日判決、本資料２６

４号－１１４・順号１２４９５） 

 

判     決 

控訴人         Ａ株式会社 

同代表者代表取締役   甲 

同訴訟代理人弁護士   宮崎 裕子 

同           森 大樹 

同           遠藤 努 

同           西川 雄介 

被控訴人        国 

同代表者法務大臣    上川 陽子 

同指定代理人      長澤 範幸 

同           木村 快 

同           髙橋 富士子 

同           久野 綾 

処分行政庁       麹町税務署長 

            松田 勉 

同指定代理人      久木元 剛美 

同           池谷 留美 

同           川野 英彦 

 

主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 麹町税務署長が控訴人に対し平成２１年１０月２９日付けでした、控訴人の被合併法人である

株式会社Ｂ（Ｂ）の平成２０年１月２９日から同年４月３０日までの事業年度（平成２０年４月

期）の法人税に係る更正をすべき旨の請求（本件更正の請求）に対する更正をすべき理由がない

旨の通知処分（本件通知処分）を取り消す。 

３（１）平成２０年４月期更正処分についての主位的請求 

 麹町税務署長が控訴人に対し平成２２年３月３１日付けでした、Ｂの平成２０年４月期の
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法人税の更正の処分（平成２０年４月期更正処分）のうち所得の金額がマイナス１７億２９

９８万２６６５円を超え、翌期へ繰り越す欠損金額が１７億２９９８万２６６５円を下回り、

納付すべき税額がマイナス２億０１３９万３９０６円を超える部分を取り消す。 

（２）平成２０年４月期更正処分についての予備的請求（本件通知処分の取消しを求める訴え（第

２項の請求に係る訴え）が却下される場合） 

 麹町税務署長が控訴人に対し平成２２年３月３１日付けでしたＢの平成２０年４月期更

正処分のうち所得の金額がマイナス２４億９７５８万９１７３円を超え、翌期へ繰り越す欠

損金額が２４億９７５８万９１７３円を下回り、納付すべき税額がマイナス２億０１３９万

３９０６円を超える部分を取り消す。 

４ 麹町税務署長が控訴人に対し平成２２年３月３１日付けでしたＢの平成２０年４月期更正処

分に係る過少申告加算税の賦課決定の処分（平成２０年４月期賦課決定処分。平成２０年４月期

更正処分と併せて平成２０年４月期更正処分等）を取り消す。 

５ 麹町税務署長が控訴人に対し平成２２年３月３１日付けでした、控訴人の平成２０年１月１日

から同年１２月３１日までの連結事業年度（平成２０年１２月連結期）の法人税の更正の処分（平

成２０年１２月連結期更正処分。平成２０年４月期更正処分と平成２０年１２月連結期更正処分

を併せて本件各更正処分。）のうち連結所得の金額がマイナス２８２億８８１４万７６５４円を

超え、翌期へ繰り越す連結欠損金額が２８２億８８１４万７６５４円を下回る部分を取り消す。 

第２ 事案の概要（略語は、新たに定義しない限り、原判決の例による。以下、本判決において同じ。） 

１ 本件に至る経緯の概要は以下のとおりである。 

（１）控訴人は、平成２０年１２月期から連結納税の承認を受けている持株会社であり、平成２０

年５月●日、Ｂを被合併法人とする吸収合併（本件合併）をし、同社の平成２０年４月期の法

人税の申告及び納税の義務を承継した。 

 控訴人は、①Ｂが発行済株式の１００％を引き受け、英国領ケイマン諸島（ケイマン）に本

店を有するものとしケイマン法を準拠法として設立された日本国内に支店を有する外国法人

であるＣ（Ｃ）が平成２１年法律第１３号による改正前の租税特別措置法（措置法）６６条の

６第１項及び同年政令第１０８号による改正前の租税特別措置法施行令（措置令）３９条の１

４第１項にいう特定外国子会社等（特定外国子会社等）に該当する（以下、「措置法６６条の

６」あるいは「措置令３９条の１４」というときは、いずれも上記改正前のものをいう。）も

のとして、Ｂの平成２０年４月期の確定申告をしたが、②その後、Ｃが同社の平成１９年４月

１日から同年１２月３１日までの事業年度（Ｃ平成１９年１２月期）においてＢに係る特定外

国子会社等に該当しなかったとして、Ｂの平成２０年４月期の法人税に係る本件更正の請求を

した。 

（２）麹町税務署長は、①本件更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分をす

るとともに、②Ｂの平成２０年４月期の法人税につき、ＣがＣ平成１９年１２月期においてＢ

に係る特定外国子会社等に該当し、特定外国子会社等の「課税対象留保金額」（措置法６６条

の６第１項）の益金の額への算入漏れがあるなどとして、平成２０年４月期更正処分等をした。 

（３）①控訴人は、平成２０年１２月連結期の連結所得の金額の計算につき、控訴人がＢの平成２

０年４月期における翌期へ繰り越す欠損金額を承継したものとして、平成２０年１２月連結期

の法人税の申告をし、②麹町税務署長は、平成２０年４月期更正処分を前提に、欠損金額の損

金の額への算入額が過大であるとして、平成２０年１２月連結期更正処分をした。 
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２ 本件は、控訴人が、①特定外国子会社等の範囲について定める措置令３９条の１４第１項１号

の規定は、措置法６６条の６第１項柱書きの規定による委任の範囲を超える無効なものである、

②Ｃ平成１９年１２月期において、Ｃは国内源泉所得（平成２０年法律第２３号による改正前の

法人税法１３８条。以下、「法人税法１３８条」というときは、同改正前のものをいう。）のみを

有していたものであるところ、いわゆる外国子会社合算税制の趣旨、これに関する措置令の規定

の内容等に照らせば、㋐特定外国子会社等の国内源泉所得は、措置法６６条の６第１項の「課税

対象留保金額」には該当せず、㋑また、Ｃは同期においてＢに係る特定外国子会社等に該当しな

いものというべきであり、㋒さらに、少なくとも本件事案に限っては、同税制に関する措置法及

び措置令の規定を限定解釈し、同期におけるＣにはこれらの規定は適用されないものと解すべき

であるなどと主張して、本件通知処分の取消し、平成２０年４月期更正処分の取消し（ただし、

取消しを求める範囲を、前記第１の３（１）のとおりとするもの。）、平成２０年４月期賦課決定

処分の取消し、及び平成２０年１２月期連結期更正処分の取消しを求めた事案である。 

 被控訴人は、本件訴えのうち本件通知処分の取消請求に係る部分は訴えの利益がない、控訴人

が取消しを求める上記各処分（本件各処分）はいずれも適法であると主張して、控訴人の請求を

争った。 

３ 原審は、本件訴えのうち本件通知処分の取消請求に係る部分は訴えの利益があるが、本件各処

分は適法であるとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。 

 控訴人は、控訴を申し立てた上、当審において、平成２０年４月期更正処分の取消請求につい

て、本件通知処分の取消請求に係る訴えが却下される場合は、予備的に、前記第１の３（２）の

請求（取消しを求める範囲を主位的請求よりも拡張したもの。）をする旨の訴えの変更（予備的

請求を追加する訴えの変更）をした。 

 当裁判所も、原審と同様に、本件訴えのうち上記部分は訴えの利益がある（したがって、当審

で追加された予備的請求は判断の必要がない。）が、本件各処分は適法であり、控訴人の請求は

いずれも棄却すべきものと判断した。 

４ 関係法令等の定め、前提事実、本件各更正処分等（本件各処分のうち、本件通知処分を除くそ

の余の処分）の根拠及び適法性に関する被控訴人の主張、争点、並びに、争点に関する当事者の

主張の要点は、次のとおり改め、当審における当事者の補足的主張を後記５のとおり加えるほか

は、原判決の「事実及び理由」の「第２ 事案の概要等」２～６（原判決４頁２３行目～９頁６

行目。原判決３７頁～１４３頁の別紙及び別表を含む。）に記載のとおりであるから、これを引

用する。 

（１）原判決６頁４行目の「同月２９日、」を「平成２０年２月２９日、」と改める。 

（２）原判決８頁１１行目～１２行目の「（当裁判所に顕著な事実）」を「（記録上明らかな事実）」

と改める。 

（３）原判決３７頁２行目末尾の後に「（いずれも本件各処分当時適用されていたもの）」を加える。 

（４）原判決５３頁８行目の「法人税法６６条１項」を「平成２０年法律第２３号による改正前の

法人税法６６条１項（以下、「法人税法６６条１項」というときは、同改正前のものをいう。）」

と改める。 

（５）原判決５３頁１２行目の「法人税法６８条」を「平成２３年法律第１１４号による改正前の

法人税法６８条１項（以下、「法人税法６８条」というときは、同改正前のものをいう。）」と

改める。 
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（６）原判決５４頁２３行目の「法人税法３４条１項」を「平成２６年法律第１０号による改正前

の法人税法３４条１項」（以下、「法人税法３４条１項」というときは、同改正前のものをい

う。）」と改める。 

（７）原判決５５頁１０行目の法人税法５２条を「平成２０年法律第２３号による改正前の法人税

法５２条」と改める。 

（８）原判決５５頁１１行目の「法人税法施行令９６条２項」を「平成２０年政令第１５６号によ

る改正前の法人税法施行令９６条２項（以下、「法人税法５２条」あるいは「法人税法施行令

９６条２項」というときは、いずれも上記改正前のものをいう。）」と改める。 

（９）原判決６１頁４行目末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

 「 なお、控訴人は、原審において、Ｂの平成２０年４月期の法人税に係る更正をすべき旨

の請求（本件更正の請求）に対する本件通知処分の取消しを求めるとともに、平成２０年４月

期更正処分の取消しを求めていた。これは、平成２０年４月期更正処分が取り消されたとして

も、当初申告における所得金額、繰越欠損金額、納付すべき税額等を超える部分について取り

消されるにすぎず、当初申告と本件更正の請求との差額については当然に取り消されることに

はならず、当該差額について取消しを求めるには、本件通知処分が取り消される必要があるか

らである。 

 しかし、仮に、被控訴人の主張するように、本件通知処分が平成２０年４月期更正処分に吸

収され、本件通知処分の取消請求に係る訴えが却下されるのであれば、その場合には、平成２

０年４月期更正処分は、当初申告と本件更正の請求との差額についても対象とする処分になる

と解さなければならないことになる。 

 そこで、控訴人は、当審において、平成２０年４月期更正処分の取消請求について、前記第

１の３（１）の請求を主位的請求とし、同（２）の請求（取消しを求める範囲を当初申告と本

件更正の請求との差額分拡張したもの。）を本件通知処分の取消請求に係る訴えが却下される

場合の予備的請求とする旨訴えの変更をした。」 

（10）原判決９８頁１１行目の「同法」を「措置法」と改める。 

（11）原判決１０７頁１９行目の「２分の１のルール」を「２分の１ルール」と改める。 

５ 当審における当事者の補足的主張 

（１）控訴人 

ア 本訴訟で提起されている最も本質的な問題点 

 本訴訟で提起されている最も本質的な問題点は、我が国が、特定外国子会社等の有する国

内源泉所得（特に、Ｃのように、我が国に法人税法１４１条１号所定の支店等を有する外国

法人（１号外国法人）である特定外国子会社等の有する国内源泉所得）に対して、外国子会

社合算税制の適用によって二重に法人税等を負担させること（第３の二重課税【国内源泉所

得・合算利益間】）、その結果として納税者の負担において我が国が同一の所得について法人

税等を二重取りすることが、原判決のいうように「一概に不合理であるとまではいい難い」

こととして許容されるのか、そのような二重取りは著しく不合理なものであり許容されない

のかという点にある。 

 １号外国法人は、法人税法に基づいて、同法に定められている全ての国内源泉所得（同法

１３８条）について法人税の課税に服することとされている（同法１４１条１号）だけでな

く、地方税法に基づく法人住民税等も課せられることとなり、本件当時の実効税率は法人税
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と地方税を合わせると約４０．７％であった。 

 他方、１号外国法人以外の外国法人は、法人税法上、国内源泉所得の一部についてのみ法

人税を課せられるか（同法１４１条２号又は３号）、又は法人税を課されることはない（同

条４号）。つまり、１号外国法人とそれ以外の外国法人とでは、法人税法に基づく法人税の

課税範囲が異なるのである。国内源泉所得に対して法人税を課されない外国法人も、所得税

法に基づく源泉所得税を課されることはあるが（同法５条４項、２１２条１項）、これは法

人税法上の税負担とは異なり、税率も２０％以下であって低い。 

 このように、１号外国法人である特定外国子会社等は、全ての国内源泉所得に対して法人

税法に基づく法人税を課されているという点で、その他の外国法人とは一線を画しており、

その点は、外国子会社合算税制の解釈においても重要である。 

イ 課税対象留保金額には１号外国法人である特定外国子会社等の国内源泉所得を含まない

という解釈こそが、法解釈のあり方に従った解釈であること 

（ア）原判決は、外国子会社合算税制の関連規定については、法律、政令ともに文理解釈によ

るべきであり、それらの規定の文理を離れて趣旨解釈又は控訴人の主張するような限定解

釈をすべき理由はなく、また措置令３９条の１４第１項の規定は法律の委任の範囲内であ

ると認められること、文理解釈によってなされた本件各処分が第３の二重課税【国内源泉

所得・合算利益間】を生じさせるとしても、かかる二重課税が排除されないことが一概に

不合理とまではいい難いことを理由として、本件各処分は適法であるとの判断を示したも

のと要約することができる。 

 そして、原判決が「一概に不合理とまではいい難い」と判断する理由として挙げている

のは、特定外国子会社等に該当する外国関係会社がある内国法人においては、特段の事情

のない限り、多かれ少なかれ我が国における税の負担を回避することを考慮してそのよう

な外国法人を置いているものと「推認」するのが相当であること、及び、特定外国子会社

等に国内源泉所得があるというのは「まれ」なものと考えられること、という２点である

が、そもそもＣのように国内で支店を通じて事業活動を行うことを目的として設立された

１号外国法人である特定外国子会社等が、我が国における税の負担を回避する目的で作ら

れたものと推認できないことは明らかであるし、国内源泉所得を有する特定外国子会社等

が「まれ」であるかどうかは、その結果生じる国内的二重課税が法律に基づく課税として

適法か否かという問題とは論理的な関連性がなく、「まれ」であることの立証もない。 

 原判決が言及している「課税執行面における安定性」も、国内的二重課税を排除する規

定を置かないことが不合理ではないとする理由になるものではない。 

（イ）被控訴人は、措置法通達６６の６－２０において、措置法６６条の７第１項（平成２１

年法律１３号による改正前のもの。以下、「措置法６６条の７」というときは、同改正前

のものをいう。）及び措置令３９条の１４第２項１号に規定する外国法人税の額には、特

定外国子会社等が法人税法１３８条又は所得税法１６１条（平成２０年法律第２３号によ

る改正前のもの。以下、「所得税法１６１条」というときは、同改正前のものをいう。）に

規定する国内源泉所得に係る所得について課された法人税、所得税及び法人税法３８条２

項２号に掲げるものの額を含めることができるという取扱いを認めることによって、国内

的二重課税を調整しようとしてきたものであり、また、国税庁が公表している上記通達の

コンメンタール（甲１４）には、「特定外国子会社等がわが国の法令に基づいて、その国
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内源泉所得に対して課された法人税等は、上記の『外国法人税』に含まれないということ

になるのであるが、これは二重課税の調整の観点から不合理である。」との解説がなされ

ているのであるから、被控訴人も、外国子会社合算税制によって生じる国内的二重課税を

調整しないことが不合理であることを争っていないというべきである。 

（ウ）外国子会社合算税制は、国際的に先進諸国で立法されているＣＦＣ税制（Controlled F

oreign Corporation（被支配外国法人）税制の略称である。）に該当するが、先進諸国の

立法例では、ＣＦＣ税制が適用された場合に国内的二重課税を生じさせないような仕組み

が採用されており、ＣＦＣ税制が国内的二重課税を排除しないことが著しく不合理である

ことは国際的にも広く承認されているのであり、原判決の判断は、国際的には非常識なも

のである。 

（エ）措置法６６条の６第１項の「課税対象留保金額」の意味内容を明らかにするには、第２

項２号所定の「未処分所得の金額」の定義中の「決算に基づく所得の金額」の意味を明ら

かにしなければならないところ、この「決算に基づく所得の金額」に国内源泉所得が含ま

れることは、文理上一義的に明らかではない（「決算に基づく所得の金額」という用語を

全世界所得と解釈し、「外国法人税」には我が国の法人税等は含まれないという解釈を採

用すると、措置令３９条の１４第２項は、およそ論理的に意味のない規定としか解釈する

ことができない。）。文理解釈によっては、「決算に基づく所得の金額」という用語の意味

を一義的に理解することができないという合理的な疑いがあるから、租税法の解釈のあり

方に従って、趣旨解釈をするべき理由がある。 

 また、特定外国子会社等の国内源泉所得が合算対象所得に含まれるという被控訴人の主

張する文理解釈を採用すると、措置令３９条の１８第８項本文（平成２２年政令第５８号

による改正前のもの。以下、「措置令３９条の１８第８項」というときは、特に断らない

限り、同改正前のものをいう。）は、法律の委任なく「国内源泉所得」を「国外源泉所得」

に変換するという意味を持つ規定であることになるが、このことは、翻って被控訴人主張

の文理解釈（外国子会社合算税制の法令には、特定外国子会社等の国内源泉所得を課税対

象留保金額から除くとは規定されていないので、かかる国内源泉所得も外国子会社合算税

制上合算の対象とされるという解釈。）自体に問題があることの証左である。なお、「国内

源泉所得」と「国外源泉所得」の区別は、外国税額控除の基本構造に係るものであるから、

法律事項であって、政令限りで変換することは許されない。 

（オ）原判決は、個別の規定の個別の文言のみに着目して「文理解釈」を行い、その文理解釈

によった場合には特定外国子会社等の国内源泉所得について国内的二重課税が生じたと

しても一概に不合理とまではいい難いという価値判断を梃子として、そのような誤った

「文理解釈」を是とした上で、文理を離れて趣旨解釈（限定解釈）することができるのは

合憲限定解釈が許される場合に限られると判示しているが、これは通常の法解釈のあり方

とは相容れないものであり、誤っている。 

 原判決は、文理を離れた解釈をすることが許されない理由として、最高裁昭和●●年（○

○）第●●号同６０年３月２７日大法廷判決・民集３９巻２号２４７頁における立法裁量

論を援用し、立法裁量を尊重しなければならないことを挙げているが、同判決における立

法裁量論は、立法府が立法裁量を行使したことが認められる事案についてのものであり、

立法府が立法裁量を行使したことをおよそ肯定する余地のない本件には全く妥当しない。 
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（カ）課税対象留保金額は、文理のみによって一義的に理解することはできず、特に１号外国

法人である特定外国子会社等の国内源泉所得は、法人税法上その全額について法人税が課

せられることとされている所得であるから、外国子会社合算税制上、課税対象留保金額に

は含まれないと解釈しなければならない理由が、常に、すべからく妥当する。１号外国法

人である特定外国子会社等の国内源泉所得については、１００％確実に我が国の法人税の

国内的二重課税が生じることからしても、通常の解釈手法を用いて憲法の趣旨に沿った丁

寧な解釈を行うことによって、国内的二重課税を起こさせないような解釈を探求すべき要

請がひときわ強いというべきである。 

 外国子会社合算税制には、国内的二重課税を排除する規定や仕組みは置かれていないこ

とを前提とすれば、控訴人が主張する趣旨解釈（限定解釈）に従って、少なくとも１号外

国法人である特定外国子会社等の国内源泉所得のように法人税法上その全額について法

人税が課される所得については、これを課税対象留保金額には含まれないと解釈すべきで

ある。 

ウ 措置令３９条の１４第１項１号は委任の範囲を逸脱する政令であり無効であること 

（ア）内国法人の所得の税負担と軽課税国に置かれた外国関係会社の所得の税負担との間の実

質的な公平を図るという外国子会社合算税制の趣旨・目的を考慮すると、特定外国子会社

等の範囲について定める措置法６６条の６第１項柱書きにおける「本店又は主たる事務所

の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人

の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いもの」との文言のうち、「税の負担」

とは、本店所在地国以外の地域における「税の負担」も含んだものを意味していると解釈

すべきである。 

（イ）措置法６６条の６第１項柱書きの「税の負担」が本店所在地国のみの税の負担を指すと

文言上一義的に解釈することができるという前提に立つとしても、政令の規定が法律によ

る委任の範囲を超えるかどうかについては、形式的に法律及び政令の文言を比較するだけ

でなく、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型を掲げた趣旨や他者との均衡等を

も考慮して解釈すべきである。 

 そして、上記規定の趣旨・目的に照らすならば、「本店又は主たる事務所の所在する国

又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対し

て課される税の負担に比して著しく低いもの」が一定の幅のある概念であるとしても、そ

の上限は、少なくとも我が国において通常の内国法人の税負担より低い税負担を負う外国

法人と解されるべきであり、既に我が国において通常の内国法人と同じ税率で、その全所

得に対して我が国の法人税等を課されている外国法人が上記の「一定の幅」に含まれるこ

とはあり得ない。 

 しかし、措置令３９条の１４第１項１号は、外国関係会社自身の税の負担を考慮するこ

となく特定外国子会社等に該当すると定めているため、当該外国関係会社が１号外国法人

に該当する場合を当然に含むことになるが、１号外国法人の国内源泉所得は、１００％確

実に内国法人と同じ税負担を我が国で負うのであるから、その国内源泉所得を外国子会社

合算税制により合算課税するとなれば、当該所得の税負担は、確実に内国法人より重い税

負担になる。 

 このように、措置令３９条の１４第１項１号は、措置法６６条の６第１項柱書きによっ



8 

て政令に委任された範囲を逸脱して特定外国子会社等の範囲を広げる要件を定めている

といわなければならず、委任の範囲を逸脱する限度において無効と解すべきである。 

エ 措置令３９条の１４第１項１号は、控訴人に適用される限度で、憲法１４条で定められた

法の下の平等に反し、適用違憲となること 

 制度全体の合理性と本件各処分の憲法適合性は全く別の問題であり、たとえ不合理な事態

が生じるのは「まれ」であっても、そのような不合理な事態が実際に生じた際には放置され

てはならない。仮に、立法裁量論が妥当するとしても、立法裁量の範囲を超えるか否かにつ

いては仔細な検討が必要であるのに、原判決は立法裁量論の行使の妥当性に関する検討を放

棄しており到底容認できない。本件で問題となっているのは法律ではなく政令であり、政府

の立法裁量は限定されているというべきであることに照らしても、与えられた裁量の範囲を

合理的な根拠なく超えているので、違憲である。 

 本件各処分により、控訴人は、特定外国子会社等を利用しなかった場合と対比して、実効

税率にして約１．８倍もの著しく不利益な税負担を余儀なくされている。仮に、このような

租税公平主義の法的拘束力の低下をも招きかねない著しい不利益を負わすことの根拠とし

て考えられるものが挙げられるとすれば、特定外国子会社等を利用した者に対して懲罰的な

課税をすることくらいであるが、外国子会社合算税制は、特定外国子会社等を利用した者に

対して懲罰的な課税をすることを目的として策定されたものではない。 

 したがって、本件における著しい不利益な税負担を肯定する合理的な理由はなく、措置令

３９条の１４第１項１号は、本件に適用される限度で違憲といえる。 

（２）被控訴人 

ア 原判決の判断の誤り 

（ア）原判決は、措置法６６条の７第１項について措置法通達６６の６－２０の解釈を採用で

きない旨を判示した。 

 通達は、上級行政庁が法令の解釈等について、下級行政庁に対して行う命令ないし示達

であって、行政組織の内部では拘束力を有するが、国民に対する関係では拘束力をもつ法

規ではない。しかし、現実の租税行政は、通達の下に統一的かつ画一的に行われるように

運営されており、租税通達が極めて重要な役割を果たしていることは周知のとおりであっ

て、租税通達は、法令に反しない限り、法令の解釈及び運用において重要な役割を果たす

ものといえる。 

 措置法通達６６の６－２０についていえば、同通達の内容は、二重課税の調整を、外国

税額控除制度の方式で行う場合に、この外国法人税に、特定外国子会社等の国内源泉所得

に対して課された我が国の法人税等が含まれないことになれば、二重課税の調整の観点か

ら不合理であることから、この場合の外国法人税の額に、特定外国子会社等が法人税法１

３８条又は所得税法１６１条に規定する国内源泉所得に係る所得について課された法人

税、所得税及び法人税法３８条２項２号に掲げるものの額を含めることができることを明

らかにしているものである。 

 外国子会社合算税制における外国税額控除（措置法６６条の７）の趣旨・目的は、合算

の対象となる課税対象留保金額に対し既に外国の法人税が課されている場合に、同一所得

に対して外国の法人税と我が国の法人税とが二重に課されることになるため、かかる二重

課税を調整することにあるところ、かかる趣旨・目的は、当該特定外国子会社等が国内源
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泉所得以外の所得（国外源泉所得）を得る場合に限らず、我が国における事業により国内

源泉所得を得る場合にも同様に当てはまるといえる。言い換えれば、合算の対象となる国

外源泉所得を有する場合と、合算の対象となる国内源泉所得を有する場合とは、当該特定

外国子会社等が当該所得の源泉となる事業を行う場所が我が国以外か否かの相違にすぎ

ず、いずれの場合も二重課税の調整の要請が同様に働くといえる。 

 このような趣旨を踏まえて、外国子会社合算税制における外国税額控除の対象となる税

がいかなるものであるかを解釈するのが妥当であるところ、措置法６６の６－２０は、か

かる趣旨から当然に導かれるべき結論（特定外国子会社等に課された我が国の法人税、所

得税及び住民税を外国税額控除の対象とすること）を確認的に明らかにしているというべ

きである。そして、同通達は、一定の政策目的に基づき、課税を減免するという国家によ

る一方的な恩恵的措置である外国税額控除制度について、我が国で課された法人税も含め

て外国法人税として税額控除できるという納税者に有利な解釈を示したものである上、そ

の適用も納税者の選択を認めるものであって強行的な取扱いではないから、外国子会社合

算税制における外国税額控除の趣旨を踏まえた法令解釈として同通達の内容を採用する

ことにつき実質的に不合理と認められる点はない。 

 他方、原判決によれば、特定外国子会社等の国内源泉所得に対して課された我が国の法

人税と、当該特定外国子会社等に係る内国法人に対する合算課税により課された法人税と

の間の二重課税について調整規定は存在しないこととなり、当該内国法人は特定外国子会

社等が外国法人税を課された場合には税額控除ができるのに対し、特定外国子会社等が我

が国の法人税を課された場合にはそれができなくなってしまうが、上記に述べた外国子会

社合算税制における外国税額控除の趣旨に照らし、このような結論になるのは妥当ではな

い。 

 以上のことからすれば、措置法通達６６の６－２０は、外国子会社合算税制における外

国税額控除に係る措置法６６条の７等に反するどころか、むしろ法令の趣旨・目的に適合

する合理的なものというべきである。したがって、措置法６６条７第１項所定の「外国法

人税」について同通達の解釈を採用できないとする原判決の判断は誤りであり、これに基

づく控訴人の主張には理由がない。 

（イ）付言すると、外国税額控除制度は、恩恵的措置であるという性質から、その適用を受け

るか否かが納税者の選択に委ねられているものであり、二重課税があれば必ず適用がある

というものではない。 

 また、平成２１年法律第１３号による改正前の法人税法６９条１６項（以下、「法人税

法６９条１６項」というときは、同改正前のものをいう。）は、「第一項の規定は、確定申

告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、

かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類

の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされる

べき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。」と規定しており、納税者が

適用を受けようという場合には、確定申告に係る手続的要件を充足する必要がある。 

 これらのことからすると、外国子会社合算税制における外国税額控除の規定（措置法６

６条の７）は、まず納税者がその適用を受けることを選択した上、特定外国子会社等の課

税対象留保金額に係る控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載し、控除対象外
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国法人税の額を課されたことを証する書類等と共に確定申告書に添付して初めて適用が

あるのであって、合算課税が生じた場合には、自動的に外国税額控除制度が適用されると

いう強行規定ではない。 

 これを本件についてみると、控訴人は、平成２０年４月期確定申告書に、Ｃの課税対象

留保金額に係る計算明細の添付をしているものの、措置法６６条の７第１項の規定の適用

の前提となる法人税法６９条１６項に定める「控除を受けるべき金額及びその計算に関す

る明細の記載」及び「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省

令で定める書類の添付」をいずれも行っておらず、手続的要件を満たしていない。 

 したがって、控訴人については、そもそも租税法６６条の７第１項の規定を適用できな

いものである。 

（ウ）原判決は、本件通知処分の取消しを求める訴えに訴えの利益があるとし、被控訴人が指

摘した判断の矛盾・抵触という問題（通知処分取消訴訟における審理の対象は税額全体で

あり、増額更正処分取消訴訟の審理の対象と重なり合うため、これらを別々の訴訟で争わ

せると、同一の納税義務について審判の矛盾・抵触が生じるおそれがある。）につき、訴

訟においても、不服申立てと同様に、請求の併合ないし口頭弁論の併合によって対処する

ことが可能である旨判示した。しかし、増額更正処分の取消訴訟と通知処分の取消訴訟の

いずれもが、請求ないし弁論の併合が可能な時期に提起されるとは限らず、また、両者が

それぞれ別の裁判所に提起、係属する可能性もあるのであるから、判断の矛盾・抵触のお

それは、原判決の判示を前提としても依然として残るというべきであり、この点に関する

原判決の判断は誤っているといわざるを得ない。 

イ 本件控訴について 

 控訴人の当審における補足的主張にはいずれも理由がなく、本件各処分はいずれも適法で

あるところ、原判決の判断は、措置法６６条の７第１項所定の「外国法人税」の解釈と措置

法６６の６－２０との関係に係る判示部分及び本件通知処分の取消しを求める訴えについ

て訴えの利益を認めた部分を除いて正当であり、結論において、本件控訴は理由がないから、

速やかに棄却されるべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所の判断は、次のとおり改め、当審における当事者の補足的主張に対する判断を後記２

のとおり加えるほかは、原判決の「事実及び理由」の「第３ 当裁判所の判断」１～６（原判決

９頁８行目～３５頁末行。原判決５２頁～５８頁の別紙２、１３３頁～１４０頁の別紙４及び１

４２頁の別表２を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決１１頁９行目の「見当たらず、」を「見当たらないし、論理的に判断の矛盾・抵触が

生じる可能性が残ることをもって、本件通知処分の取消請求に係る訴えの訴えの利益を否定す

ることはできない。」と改める。 

（２）原判決１２頁２５行目の「外国子会社合算税制の導入時」を「昭和５３年の外国子会社合算

税制の導入時」と改める。 

（３）原判決１５頁５～６行目の「請求権勘案保有株式等」の後に「（内国法人が直接に有する外

国法人の株式等の数又は金額、及び、一定の要件の下に内国法人が間接に有するものと認めら

れる外国法人の株式等の数又は金額（請求権勘案間接保有株式等）を合計した数又は金額をい

う。措置令３９条の１６第３項１号、２号。）」を加える。 
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（４）原判決２１頁８行目の「同法」を「措置法」と改める。 

（５）原判決２４頁７行目の「証左である」を「証左である。」と改める。 

（６）原判決２７頁２５行目～２８頁２３行目を以下のとおり改める。 

 「（イ）措置法等の定める外国子会社合算税制（我が国のタックス・ヘイブン対策税制）は、

特定外国子会社等に所得を留保して我が国における税の負担を免れることとなる内国法人に

対しては当該所得に係る一定の金額を当該内国法人の所得の金額の計算上益金の額に算入し

て課税することによって税負担の実質的な公平性を追求しつつ、特定外国子会社等の事業活動

が経済合理性を有すると認められる場合をその適用の対象から除外し、かつ、それが適用され

る場合であっても所定の方法による外国法人税額の控除を認めるなど、全体として合理性のあ

る制度ということができる（前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決参照）。 

 そして、外国子会社合算税制に係る諸制度のうち、外国法人税額の控除は、前記のとおり、

同一の所得に対する外国法人税と我が国の法人税との二重課税の調整を外国税額の控除の制

度の方式によりすることとし、内国法人が特定外国子会社等を利用しなかった場合とほぼ等し

い税負担となるように調整する趣旨のものと解されるところ、外国子会社合算税制が適用され

た結果、同一の所得に対して我が国の法人税が二重に課されることとなるような場合には、外

国法人税と我が国の法人税の二重課税と同様の調整の必要があり、仮にその調整を全くしない

というのであれば、外国子会社合算税制の全体としての合理性を損ないかねないというべきで

ある。 

 他方、措置法において、上記控除に係る「外国法人税」は法人税法６９条１項に規定する外

国法人税をいうものとされ（措置法６６条の７第１項）、法人税法６９条１項及び平成２１年

政令第１０５号による改正前の法人税法施行令１４１条１項において、「外国法人税」とは、

外国の法令により課される法人税に相当する税であって、外国又はその地方公共団体により法

人の所得を課税標準として課される税である旨が定められており、これらの規定の文言からす

ると、我が国の法人税は、上記控除に係る「外国法人税」には当たらないということになる。 

 しかし、上記外国法人税額の控除の制度の趣旨に照らすと、措置法６６条の７の規定が、外

国の法令を根拠とするもので、必ずしも我が国の法人税と同一のものとはいえない外国法人税

額の控除を認めながら、我が国の法人税額の控除を認めない趣旨のものと解することはできな

い。同規定が、外国法人税額の控除についてのみ明記しているのは、内国法人が軽課税国に子

会社を設立して経済活動を行い、当該子会社に所得を留保することによって、我が国における

税の負担を回避しようとするタックス・ヘイブンについて対策を講じるという制度の設計上、

ほとんどの場合、外国法人税額の控除が問題になるからであると解され、上記外国法人税額の

控除の制度の趣旨に照らし、同規定は、当該子会社に国内源泉所得が生じ、我が国の法人税が

課されることとなるという例外的な場合にも、当然、その法人税額について外国法人税額と同

様に扱うことをその内容とするものと解すべきである（いわゆる当然解釈が妥当する。）。 

 なお、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく（最高裁平成２２年

３月２日第三小法廷判決・民集６４巻２号４２０頁参照）、非課税とすべき場合を定める規定

（納税者の負担を減免する規定）についてもこれをみだりに拡張解釈すべきものではない（最

高裁昭和４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７巻１０号１３３３頁参照）が、租税法

規であるからといって当然解釈がおよそ許されないと解することはできず、措置法６６条の７

の規定（昭和５３年に新設されたもの）については、その規定の趣旨に照らし、上記のとおり
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解するのが相当である。 

 措置法通達６６の６－２０において、措置法６６条の７第１項及び措置令３９条の１４第２

項１号に規定する外国法人税の額には、特定外国子会社等が法人税法１３８条又は所得税法１

６１条に規定する国内源泉所得に係る所得について課された法人税等の額を含めることがで

きる旨が定められているのは、上記のような措置法６６条の７の規定の趣旨・解釈を明確にし

たもので、同規定に適合した適法なものというべきである。 

 なお、措置法６６の７第１項の規定による委任に基づき定められた措置令３９条の１８第８

項ただし書は、控訴人のいう３分の１ルール（平成４年法律第１４号による改正後の措置令３

９条の１８第８項ただし書の規定により、特定外国子会社等が外国法人税を課さない国又は地

域を本店所在地国とする場合は、控除限度額の計算上、外国法人税の額を３分の１に限定する

こととされていること）を採用していたものであるが、同ルールないし同ルールの前身である

２分の１ルール（昭和６３年法律第１０９号による改正後の措置令上設けられた制度）は、昭

和５３年に外国子会社合算税制及びこれに伴う外国税額控除の制度が創設された後１０年以

上を経過してから設けられたものであり、上記３分の１ルールないし２分の１ルールが採用さ

れていたということは、措置法６６条の７の規定について上記のように解することの支障にな

るものではない。」 

（７）原判決２８頁２４行目の「しかし、」を削除する。 

（８）原判決２８頁２５行目～末行の「前記（ア）に述べたような立法府の政策的、技術的な判断」

を「立法府の政策的、技術的な判断（租税の定立については、立法府の政策的、技術的な判断

に委ねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないことについ

て、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６０年３月２７日大法廷判決・民集３９巻２号２４

７頁参照）」と改める。 

（９）原判決２９頁５行目の「①措置法等の定める外国子会社合算税制」～３０頁４行目の「いう

べきこと、③」を「以上に説示したところに加え、」と改める。 

（10）原判決３０頁９行目の「前記（イ）の点をもって、」及び１１行目の「まで」を削除する。 

（11）原判決３０頁１２行目末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

 「 なお、控訴人は、前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決の判示を一部引用

して、控訴人の主張する３種類の二重課税の問題が全て解消されない限り、同税制それ自体の

合理性を肯定することができないかのように主張するが、同判決において二重課税を調整する

ための規定として具体的に掲げられているのは措置法６６条の７第１項のみであり、同判決は

そのような前提に立つものでないと解される。」 

（12）原判決３５頁末行末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

 「 なお、以上に説示したところから明らかなとおり、控訴人は、Ｃが平成２０年２月２９

日に納付した法人税等合計１７８億１４０６万４０００円について、措置法６６条の７等が規

定する外国税額控除の制度の適用を受けることもできたものであるが、その適用を受けるため

には、確定申告の手続において、「控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載」

及び「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添

付」が必要とされているところ（法人税法６９条１６項）、控訴人は、そのような措置を執っ

ていない（甲５の１、弁論の全趣旨）のであるから、本件において、外国税額控除の制度を適

用することはできない。」 
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（13）原判決１３３頁２２行目の「措置令３９条の１５第１項」を「平成２０年政令第１６１号に

よる改正前の措置令３９条の１５第１項（以下、「措置令３９条の１５第１項というときは、

同改正前のものをいう。）」と改める。 

（14）原判決１３４頁７行目の「法人税法２３条」を「平成２１年法律第１３号による改正前の法

人税法２３条」と改める。 

２ 当審における当事者の補足的主張に対する判断 

（１）控訴人は、課税対象留保金額には１号外国法人である特定外国子会社等の国内源泉所得を含

まないという解釈こそが、法解釈のあり方に従った解釈である、措置令３９条の１４第１項１

号は委任の範囲を逸脱する政令であり無効である、措置令３９条の１４第１項１号は、控訴人

に適用される限度で、憲法１４条で定められた法の下の平等に反し、適用違憲となると主張す

るが、前記１で改めた後の前記引用に係る原判決の説示によれば、これらの主張が失当である

ことは明らかである。 

（２）被控訴人は、本件通知処分の取消しを求める訴えには訴えの利益がないと主張するが、これ

を採用できないことは、原判決の説示するとおりである。 

第４ 結論 

 よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第１民事部 

裁判長裁判官 福田 剛久 
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